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〈西宮市においてたいへん障害の重い人たちが拓いてきた地域での暮らし〉 
 

○たいへん障害の重い人たちが拓いてきた地域の暮らし、地域生活拠点「青葉園」 

兵庫県西宮市（人口約４８万人）にある「青葉園」は、このまちで暮らし続けていこうとする重度

障害者の地域生活展開運動の経過を経て、１９８１年（昭和５６年）に西宮市社会福祉協議会の運営

により西宮市独自の法外施設として発足しています。市内全域より通所する人たち（現在５６人の人

が通所）の大半は日常のほとんど全てに介助を必要とし、言葉でのコミュニケーションが難しい重症

心身障害の人たちです。その障害の重さのために既存の法内施設や作業所では受けとめ得ない人たち

が、地域で暮らし続けるために結集し、通所活動拠点としてスタートして独自の経過をたどってきま

した。 

発足当初より法外施設であるがゆえ、「授産」や「更生」といった役割を持ち合わせておらず、日々

集まって何をするのか？という｢活動｣の模索から事業が展開されてきました。１人ひとりの存在につ

き動かされ、お互いにわかりあおうとする極めて自然な展開となり、わかり合うため身体を通して関

わり合い（個人プログラム「いきいき」）、さまざまな場を共有・共感し（集団プログラム「のびのび」）、

一緒に街に出向いていく（外出プログラム「どんどん」）。そんな中で立ち上がってきた主体が｢青葉

園｣の「活動」を創り出してきました。既存の価値を押しつけるのではなく、むしろ、それをはねの

ける力に動かされながら、１人ひとりのプログラムが生まれてきたのです。 

やがて、こういった園での「活動」だけではやりきれなさを感じ、やむにやまれぬ思いで地域に飛

び出して行くこととなります。そしてその「活動」を地域社会の中で位置づけていこうと地域住民活

動に参入するプログラムが持たれるようになっていきました。日々暮らす街中で継続的に地域住民と

交流を深めていく地元の公民館での「青葉のつどい」等（「青葉のつどい」は、現在市内５ヶ所で実

施、その他本人地域活動サークル「たけのこくらぶ」等）の展開や、住民とリサイクル等の地域サー

クル（リサイクルサークル「ぺったんこや」）を結成して一緒に取り組みを進める活動や、地域の子

どもたちへ、園に通所する人たちが教える講座（ものづくり講座）やエコボラ活動等、さまざまな形

での地域の一員としての「活動」展開が模索されてきています。１人ひとりが地域の人たちやさまざ

まな地域の機関との関係の中で「活動」を進めることにより、多様な連携事業となり地域の中に含み

こまれ発展してきました。 

プログラムの個別化と連携化の中では一人ひとりに依拠していくしかありません。「活動」がその

人の生き方、暮らしの基盤となっているのか、確かめ、さらに創り出していくためには、１人ひとり

の「活動」の個人計画化がどうしても必要となってきたのです。こういった中から「青葉園」では１

０数年前から「個人総合計画」と呼ばれる「本人の計画」に基づいて、その「活動」を進めることと

なってきました。現在の「個人総合計画」は１人ひとりの様々な出来事や思いをつづり（支援者によ

る日常の記録としての「レポート」）、日々の「活動」の中からの本人の希望を文書化し（本人将来計

画を含む「個人計画書」）、そして、その実現のための支援の詳細を項目化して確認する（具体的支援

内容記述「支援プラン」）という形式で進めているところです。 

詭弁的になりますが、青葉園での１人ひとりの｢活動｣とは｢本人の計画｣の実行であることはもとよ

り、その中から生み出されてくる１人ひとりを主人公にした物語の中で次の希望が見出されていく、

ということから｢本人の計画｣づくりでもあると言えます。本人の希望に基づく「本人の計画」とその

実現の中で、本人の存在の価値を社会に生かしていく創造的「活動」の展開を目指していこうとする

ものです。 

 

資料３ 
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○「青葉園」の自立プログラムに取り組む本人が創り出した地域自立生活支援構造 

こういった「青葉園」での「活動」が進められる中で、１人ひとりの自立に向けての意欲も高まっ

てきました。親の高齢化等により家庭での介護力もどんどん低下し、このまちでの暮らしを、地域自

立生活を確立させて成り立たせていく必要が生じてきました。とりあえず、生活拠点である｢青葉園｣

で園の支援スタッフと数日間宿泊する自立プログラム（「自立体験ステイ」）が２０数年前から実施さ

れています。このプログラムを継続する中で、どんなに障害が重くても「必要な支援を得て自分らし

く生きる」という「自立」を実感し、共に一人ひとりの必要な支援のあり方を見出し、創りだしてい

く展開の大きな力となっています。 

さらに、こういった展開から生み出されたグループホーム（「あおば生活ホーム」自治体独自制度、

地域生活支援事業、現在市内４ヶ所 この４月より一部ケアホームへ移行）でも、１人ひとりが生活

主体者として暮らす場が、体験入居などを進めながらつくり出されてきました。（現在、ホームで暮

らす人１１人）また、自立体験室での体験プログラム等も取り組まれ、ホームヘルパー、ガイドヘル

パーなど家族以外の介護人の支援を日常的に受け入れていくことも進んできました。介護人スタッフ

の募集や養成のプログラムが整備され、養成された介護人を中心に結成された介護支援組織（ＮＰＯ

「かめのすけ」）が支援費制度スタートを機に、居宅介護事業者となり、障害者自立支援法後も、た

いへん障害が重い人でも本人主体で活用できる質の高い介護供給を続けられることを目指し事業を

進めています。 

そして、他の居宅支援事業所、さらに、地域住民による地区ボランティアセンターとも連携を持ち、

共に障害の重い人たちの地域生活支援システムと言えるものが見え始めてきました。このようなシス

テムの中で、２４時間の介護人派遣を得ての地域自立生活（一人暮らし）も相次いでいます。（現在、

市営住宅やアパートで暮らす人８人）。こうして本人の意向が汲み取られ、重症心身障害の人たちの

地域自立生活がすすんでいき、本人中心の「支援の輪」が作られていったのです。  

一方で、この様な暮らしのあり方が１人ひとりの自己選択によるものとしてしっかりと社会的に認

知されるにはどうすれば良いのか、また、金銭管理やサービスの利用契約等の問題や、事故やトラブ

ルに遭遇した際の不安等が高まってきました。こういった不安を一掃し、本人の意思に基づく地域自

立生活を社会的に位置づけ守り、その基盤をより強固なものとするため、弁護士、司法書士、社会福

祉士によって作られた、権利擁護支援を進める組織（ＮＰＯ「ＰＡＳネット」）との連携が進められ

ました。現在では、成年後見制度の活用も含め、暮らしに根ざした権利擁護支援が実体化されてきつ

つあります。（２０１１年には高齢・児童も含む権利擁護支援センター設立予定） 

とりわけ本人が言葉で意思表示ができない人の地域自立生活においては、さまざまな支援の関与に

よる１人ひとりの「支援の輪」が本人中心に稼動していくことが極めて大切であり、権利擁護的関与

も含め、どうしても一人ひとりについての支援の計画化が必要となりました。「青葉園」の「個人総

合計画」づくりはもとより、支援費制度を控えて発足した相談支援センター（社協障害者生活相談・

支援センター「のまネット西宮」）でも頻回に関連事業者・機関の招集のもとで本人を囲み、個人支

援会議を開き、「青葉園」からの「個人総合計画」をふまえて「のまネット西宮」としての「個人支

援計画」を作成し、モニタリングを続けています。本人の希望に基づき、主体を支援していく「本人

の計画」と「支援の輪」を相談支援センターが権利擁護支援センター等とも連携し、常に本人中心に

展開されるよう関与し続けておくことが大切となってきました。 

 

○西宮市における地域自立生活支援体制の構築とまちづくりの展開 

西宮市には、障害者計画の学習検討会を契機に生まれた地域生活を支える市内事業所・団体・機関

のネットワーク（西宮のしょうがい福祉をすすめるネットワーク「すすめるネット」）が存在してい

ます。社会福祉法人、ＮＰＯ、当事者団体等、が市内で多様な地域生活支援の事業展開を進めていま

すが、これらがお互いに意思疎通を図り、行政に提言を行う「すすめるネット」は、西宮市での地域

自立生活支援を進めていく上において大きな力となってきました。 

２００３年（平成１５年）よりの支援費制度の構築に際しては、制度についての広報活動や説明会、

セミナーが頻回に開催され、市内の相談支援事業者のネットワーク「障害者あんしん相談窓口連絡会」

（「のまネット西宮」等市内１０ヵ所の相談支援事業者）により情報提供や相談支援が進められまし

た。１人ひとりがその人らしく、必要な支援を得て市民として暮らしていける仕組みづくりが、｢す

すめるネット｣との協働のもとで展開されてきました。障害者自立支援法施行後の現在においても、

その仕組みは活かされており、さらに発展させていくため「すすめるネット」のネットワーク力を活

かした、実効性のある西宮市地域自立支援協議会の展開に取り組んでいるところです。（現在、くら

し・こども・しごとの各部会があんしん相談窓口連絡会を中心とする運営委員会のもとで発足、精力
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的に協議がすすめられています。）  

「障害者あんしん相談窓口」の１つである「のまネット西宮」でも前述したとおり本人と共に個人

支援会議を持ち、本人の希望する生活の全体像を把握し、本人が必要とする支援の輪をつくり出して

いく「本人の計画」として「個人支援計画」を作成しています。市のケースワーカーはそれを十分に

尊重し、ガイドラインで示した標準ケアプランに基づき支給決定を行う（標準ケアプランに該当しな

い場合等は、ケースワーカー会議を持ち、個別的に決定する）という仕組みです。支給決定後も継続

相談や変更申請、そして、定期的に個人支援会議を開き、「個人支援計画」の確認、変更が必要とな

ります。その際に明らかとなったサービス提供基盤の整備や仕組みづくりの課題などは「障害福祉サ

ービス等調整会議」で整理され、ガイドラインの変更や地域自立支援協議会での協議展開、そして、

障害福祉計画、ひいてはまちづくりの計画としての地域福祉計画等何らかの形で反映していくよう機

能する方向を目指しています。 

まだまだ不十分な面があるのですが、地域で自分らしく生きていこうとする「本人の計画」が市民

参画による「まちづくりの計画」を動かし、地域で暮らす本人の存在の価値にもとづくソーシャルイ

ンクルージョンのまちづくりへとつながっていくことを目指していきたいと考えてきました。 

 

 

 

〈たいへん障害の重い人たちを主人公に、ともに生きるまちづくり、西宮市での今後の展開展望〉 
 

○本人中心の「本人の計画」による展開を確たるものに  

障害者自立支援法が施行され「青葉園」は早々に生活介護事業所となりました。支援費制度の直前

に一旦身体障害者通所授産施設となっていたのですが、そもそも授産施設でも更生施設でも、そして

デイサービスでもなく、１人ひとりが自己実現し社会参加をすすめるための地域活動拠点として、活

動概念が形づくられてきていました。その意味では「生活介護」という給付の名称には違和感があっ

たものの、１人ひとりの個別給付として位置づけられたことは、活動をすすめていく上で前向きに受

け止めることができました。 

そして現在は新体系移行を契機に心新たにして主体に基づく「個人総合計画」づくりをすすめてい

こうと取り組んでいます。従来の「青葉園」における「個人総合計画」を、より一層日々の活動の中

で内実化していくための検討をすすめています。処遇のプランに堕落してしまうことなく、本人の生

きようとする方向性（希望）を共に見出し、そしてその実現に向けての相互の関係の中での支援につ

なぐ計画づくり、コミュニティへの変革的働きかけとしてのアクションプランを内包したものとし、

その実効化を目指しています。 

障害者自立支援法でいう「個別支援計画」は本人中心の「個人総合計画」に、「サービス管理責任

者」は「本人中心の支援を共にすすめていく責任者」に位置づけなおし、「相談支援事業」の本人中

心による創造構築的展開も含め、「本人中心主義」「本人計画主義」の実践の実体化を図っていきたい

と考えています。 

 

○１人ひとりの存在の社会的価値化にむけての活動実態づくり   

いよいよ旧来の「施設」における日中活動概念からの完全脱却を目指し、地域社会関係の中での市

民活動の展開をすすめていければと取り組んでいます。１人ひとりが個別の給付を得て、地域の中で

（地域を巻き込んで）価値的存在として、その社会的役割を果たしていくプログラムの展開を目指し

ていこうとしています。１人ひとりがかけがえのない存在として、共に新たな地域事業を創り出す担

い手として、位置づけて活動をすすめていかなければなりません。地域社会再生に向けて新たな価値

づくりとしての地域を巻き込んで展開する１人ひとりの存在の社会的価値化のプログラムの確立を

目指します。 

具体的には、地域の方々と共にすすめる地域活動「青葉のつどい」、市民と共につくる環境等のサ

ークル活動、ピアサポート活動、商店型活動、社会教育的活動、住民と共につくる交流活動拠点づく

り、などなど。いよいよ地域社会をそのフィールドとした、青葉園の 1 人ひとりが主役となる活動展

開の実体化に向かう時がきたと実感しています。 

 

○１人ひとりが生活の主人公としてその人らしく暮らす地域自立生活支援構造の構築 

１人ひとりのその人らしい暮らしを実現するわがまちの地域自立生活支援構造づくりをすすめて
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いかなければなりません。「青葉園」の一人ひとりの家庭での生活基盤は、急速に崩れつつあります。

このまち（西宮市）で、自宅でもアパートでもケアホームでも、１人ひとりが生活主体者としてそれ

ぞれの「支援の輪」のもとで、暮らしていく地域自立生活の確立を急がなければならない状況です。

どんなに障害が厳しくなっても、どこまでも市民としての地域自立生活を継続していくために、地域

医療とも連携し、現在たいへん厳しい状態の方の生きる力を支えることも必要となってきています。 

まずもって、障害者自立支援法における個別給付としてのケアホームの抜本的改革を目指し、住宅

確保や生活ホーム（自治体独自事業）、あるいは新型福祉ホーム（地域生活支援事業）の発展的展開

の可能性も模索しながら、居住支援と居宅介護支援（パーソナルな支援）の併用による１人ひとりの

暮らしの場の確立を目指していきたいと考えています。 

多様な事業者との本人中心のネットワークにより、１人ひとりの「支援の輪」を生み出しながら、

相談支援体制、地域自立支援協議会などを大きな力として、わがまち（市全体）での本人を主人公と

した共に生きる「地域自立生活支援構造づくり」を目指します。 

 

○１人ひとりの存在の価値に基づく共に生きる社会づくりにむけて  

１人ひとりを市民として含みこみながら誰もが安心して地域で自分らしく暮らせるために、様々な

立場や役割の人と話し合い、新たな仕組みや支援資源基盤を生み出していく「西宮市地域自立支援協

議会」の有効な展開が期待されます。西宮市での支援費制度構築の展開をさらに発展させ、西宮市の

障害者計画・障害福祉計画とも連動し、地域全体で協働していく実効的な構築の場、まちづくりの源

泉としての「西宮市地域自立支援協議会」の展開を目指し協議がすすめられています。１人ひとりの

存在の価値に根ざした市民の価値観変革を伴う協議にもとづくソーシャルインクルージョンのまち

づくり。１人ひとりがその人らしく共に尊重し合って暮らしていくそんなまちづくりをすすめていけ

ればと考えています。 

現実には多くの課題も存在していますが、今後もあきらめないで取り組んでいきたいと思います。 


